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職員の高齢者部分休業の取扱いについて（通達）

地方公務員法（昭和25年法律第261号）第26条の３の規定に基づく高齢者部分休業（以下「休

業」という。）について、職員の高齢者部分休業に関する条例（令和４年大分県条例第26号）

及び職員の高齢者部分休業に関する規則（令和５年大分県人事委員会規則第13号）に定めるも

ののほか、その取扱いに関し必要な事項を下記のとおり定め、令和５年４月１日から運用する

こととしたので、事務処理に誤りのないようにされたい。

記

１ 制度の趣旨

高齢者部分休業制度は、高年齢の職員の働き方の多様化に資するため、高年齢期による家

族の介護、体力の低下、セカンドキャリアに向けた準備等の諸事情や、ボランティア等の地

域活動への参画等の地域貢献のための時間創出等を想定し、公務の運営に支障がないと認め

られる場合において、１週間の勤務時間の一部について勤務しないことを承認するものであ

る。

２ 承認の要件等

(1) 休業の対象となる職員は、休業の承認を申請する時点で、55歳に達している職員（臨時

的任用職員、定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用職員及び会計年度任用職員を除く。）

とする。

(2) 承認に当たっての公務の運営の支障についての判断は、当該申請をした職員の業務内容

及び業務量、業務分担の変更、配置転換等を考慮した上で、当該申請をした職員の業務を

処理するための措置の可否等から総合的に行うものとする。

３ 休業の期間

(1) 休業の始期は、原則として各年度の４月１日とする。ただし、これにより難い場合で警

察本部長（以下「本部長」という。）が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(2) 休業の終期は、当該職員の定年退職日とする。

４ 休業の時間

休業の時間は、当該職員の１週間当たりの通常の勤務時間の２分の１を超えない範囲内で、

５分を単位とする。



なお、朝夕等の分割取得も可能とする。

５ 申請手続

(1) 休業の承認の申請をしようとする職員は、休業取得の希望について、可能な限り早期に

所属長等と相談するとともに、休業を取得しようとする１月前までに高齢者部分休業承認

申請書（第１号様式。以下「休業承認申請書」という。）を所属長に提出すること。

なお、当該申請に関して疎明資料があるときは、その写しを休業承認申請書に添付する

こと。

(2) 55歳に達した日（以下「基準日」という。）から基準日の属する年度の翌年度の４月１

日までの期間が１月に満たない職員が、基準日から１月を経過するまでの期間内の日から

休業を始めようとする場合には、前記(1)の規定にかかわらず、休業を始めようとする日

までの間において、可能な限り速やかに、休業承認申請書を所属長に提出すること。この

場合においては、あらかじめ申請予定を所属長を経由して警務部警務課長（以下「警務課

長」という。）に報告し、事務処理について協議すること。

(3) 所属長は、職員から休業承認申請書が提出された場合は、その内容を審査し、承認の可

否に関する意見を付し、警務課長を経由して本部長に送付するとともに、当該休業承認申

請書の副本を所属で保管すること。

６ 休業時間の延長

(1) 休業時間の延長の承認の申請をしようとする職員は、延長しようとする日の１月前まで

に高齢者部分休業時間延長承認申請書(第２号様式。以下「延長承認申請書」という。)を

所属長に提出すること。

なお、当該申請に関して疎明資料があるときは、その写しを延長承認申請書に添付する

こと。

(2) 所属長は、職員から延長承認申請書が提出された場合は、その内容を審査し、承認の可

否に関する意見を付し、警務課長を経由して本部長に送付するとともに、当該延長承認申

請書の副本を所属で保管すること。

７ 承認の取消し等

(1) 所属長は、休業の承認を受けた職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく

困難となった場合において、当該職員に休業の承認の取り消し、又は休業時間の短縮を求

める必要があると認めたときは、高齢者部分休業承認取消（休業時間短縮）同意書(第３

号様式。以下「同意書」という。）により、当該職員の同意を求めること。この場合にお

いて、職員の同意を得たときは、当該同意書を速やかに警務課長を経由して本部長に送付

するとともに、同意書の副本を所属で保管すること。

(2) 休業の承認を受けた職員は、申請理由が消滅した場合で休業の承認の取消しを希望する

ときは、高齢者部分休業承認取消申出書（第４号様式。以下「取消申出書」という。）を

所属長に提出すること。

(3) 所属長は、職員から取消申出書が提出された場合は、警務課長を経由して本部長に送付

するとともに、当該取消申出書の副本を所属で保管すること。



(4) 休業の承認を受けた職員が、休業の時間の直前又は直後に年次有給休暇等の休暇を取得

する場合は、高齢者部分休業承認取消簿（第５号様式）により、所属長の確認を受けるこ

と。

８ 職員への通知

警務課長は、前記５の規定による休業の承認の申請、前記６の規定による休業時間の延長

の承認の申請並びに前記７の規定による休業の取消し又は休業時間の短縮に係る同意及び休

業の承認の取消しの申出があった場合において、本部長が承認等の決定をしたときは、速や

かに当該決定の内容を所属長を通じて当該申請等をした職員に通知すること。

９ その他

本制度の運用に関し、疑義が生じた場合は、その都度警務課長と協議すること。

（警務課企画係）

（警務課人事係）



第１号様式

高齢者部分休業承認申請書
年 月 日

大分県警察本部長 殿

（申請者）

所 属

職

氏 名

次のとおり高齢者部分休業の承認を申請します。

申 請 期 間 年 月 日から 年３月31日まで

（申請者の定年退職日）

毎日 時 分～ 時 分 水 時 分～ 時 分

月 時 分～ 時 分 木 時 分～ 時 分

休 業 時 間

火 時 分～ 時 分 金 時 分～ 時 分

１週間当たりの休業時間数 時間 分

申 請 理 由

承 認 可

所 属 長 意 見

不 承 認

（理由： ）

（注）① 申請期間欄には、休業を希望する日から申請者の退職年月日までの期間を記載す
ること。

② 休業時間は、１週間を通じて同一の場合は、「毎日」の欄のみ記載すること。同一で

ない場合は、「月」から「金」までの欄を記載すること。

③ 申請理由欄には、休業期間（時間）中において取り組む予定であるボランティア活

動等の内容について、具体的に記載すること。

④ 所属長意見欄は、該当する□にレ印を記入すること。



第２号様式

高齢者部分休業時間延長承認申請書
年 月 日

大分県警察本部長 殿

（申請者）

所 属

職

氏 名

次のとおり高齢者部分休業の休業時間の延長を申請します。

申 請 期 間 年 月 日から 年３月31日まで

（申請者の定年退職日）

毎日 時 分～ 時 分 水 時 分～ 時 分

月 時 分～ 時 分 木 時 分～ 時 分

休 業 時 間
火 時 分～ 時 分 金 時 分～ 時 分

１週間当たりの休業時間数 時間 分

（当初承認された１週間当たりの休業時間数 時間 分）

申 請 理 由

備 考

承 認 可

所 属 長 意 見 不 承 認

（理由： ）

（注）① 休業時間は、１週間を通じて同一の場合は、「毎日」の欄のみ記載すること。同一で

ない場合は、「月」から「金」までの欄を記載すること。

② この申請は、休業時間の合計が当初承認されていた休業時間以上となる場合に行う

こと。



第３号様式

高齢者部分休業承認取消（休業時間短縮）同意書
年 月 日

大分県警察本部長 殿

（申請者）

所 属

職

氏 名

承認の取消しに同意します。

次のとおり短縮後の休業時間に同意します。

毎日 時 分～ 時 分 水 時 分～ 時 分

月 時 分～ 時 分 木 時 分～ 時 分

短縮後の休業時間
火 時 分～ 時 分 金 時 分～ 時 分

１週間当たりの休業時間数 時間 分

（当初承認された１週間当たりの休業時間数 時間 分）

備 考

（注）① 休業時間は、１週間を通じて同一の場合は、「毎日」の欄のみ記載すること。同一で

ない場合は、「月」から「金」までの欄を記載すること。

② 該当する□にレ印を記入すること。



第４号様式

高齢者部分休業承認取消申出書
年 月 日

大分県警察本部長 殿

（申請者）

所 属

職

氏 名

次のとおり高齢者部分休業に係る申請理由が消滅したため、休業承認の取消しを申し出ま

す。

取 消 理 由

備 考

（注）この申請は、申請理由が消滅した場合に使用すること。



第５号様式

高齢者部分休業承認取消簿

日 付 休業の承認を取り消された時間 時間数 請求者 所属長 備 考

年 月 日 時 分から 時 分から

時 分まで 時 分まで 時間 分

年 月 日 時 分から 時 分から

時 分まで 時 分まで 時間 分

年 月 日 時 分から 時 分から

時 分まで 時 分まで 時間 分

年 月 日 時 分から 時 分から

時 分まで 時 分まで 時間 分

年 月 日 時 分から 時 分から

時 分まで 時 分まで 時間 分

年 月 日 時 分から 時 分から

時 分まで 時 分まで 時間 分

年 月 日 時 分から 時 分から

時 分まで 時 分まで 時間 分

年 月 日 時 分から 時 分から

時 分まで 時 分まで 時間 分

年 月 日 時 分から 時 分から

時 分まで 時 分まで 時間 分

年 月 日 時 分から 時 分から

時 分まで 時 分まで 時間 分

年 月 日 時 分から 時 分から

時 分まで 時 分まで 時間 分

年 月 日 時 分から 時 分から

時 分まで 時 分まで 時間 分

年 月 日 時 分から 時 分から

時 分まで 時 分まで 時間 分

年 月 日 時 分から 時 分から

時 分まで 時 分まで 時間 分

年 月 日 時 分から 時 分から

時 分まで 時 分まで 時間 分


